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告 示

兵庫県告示第370号

国土調査法（昭和26年法律第180号)第６条の３第２項の規定により定めた、平成25年度地籍調査事業計画を

次のとおり変更した。

平成26年４月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

調査を行う者の名称 調 査 地 域 調 査 期 間

兵庫県

養父市のうち八鹿町石原、八鹿町日畑、八鹿町岩崎、八鹿

町大江、八鹿町宿南、八鹿町青山、三谷、奥米地、畑、大

屋町大杉、大屋町蔵垣、大屋町笠谷、万久里、大谷、中瀬、

関宮、尾崎及び吉井

平成 25 年４月から

平成 26年３月まで

同 上

朝来市のうち生野町黒川、生野町栃原、生野町奥銀谷、生

野町新町、生野町円山、和田山町市場、和田山町白井、和

田山町三波、和田山町久世田、和田山町宮内、和田山町法

道寺、和田山町内海、和田山町林垣、和田山町竹ノ内、和

田山町宮田、和田山町室尾、和田山町寺内、和田山町和田、

和田山町秋葉台、山東町大月、山東町粟鹿、山東町柴、山

東町柿坪、山東町喜多垣、山東町溝黒、山東町柊木、山東

町一品、山東町森、山東町楽音寺、山東町末歳、多々良木、

石田、羽渕、佐嚢、山口及び岩津

同 上

同 上 加古郡稲美町のうち野寺 同 上

同 上
佐用郡佐用町のうち口長谷、奥金近、奥長谷、本郷、才金、

淀、下秋里、西徳久、三ツ尾、末廣、西下野及び乃井野
同 上

神戸市 神戸市のうち須磨区 同 上

姫路市 姫路市のうち安富町杤原、安富町関及び安富町皆河 同 上

尼崎市 尼崎市のうち武庫町1丁目 同 上

明石市 明石市のうち藤が丘1丁目 同 上

西宮市 西宮市のうち瓦林町、天道町、中島町、大屋町及び田代町 同 上

洲本市 洲本市のうち千草、五色町広石下及び五色町上堺 同 上

芦屋市 芦屋市のうち松浜町 同 上
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伊丹市 伊丹市のうち荻野１丁目 同 上

相生市 相生市のうち若狭野町下土井、矢野町小河及び矢野町能下 同 上

豊岡市

豊岡市のうち高屋、伊賀谷、戸牧、岩井、栃江、新堂、岩

熊、竹野町森本、竹野町金原、竹野町川南谷、日高町祢布、

日高町久斗、日高町河江、城崎町結、出石町暮坂及び但東

町奥赤

同 上

たつの市 たつの市のうち龍野町島田及び御津町苅屋 同 上

赤穂市 赤穂市のうち北野中、砂子、浜市及び有年牟礼 同 上

西脇市
西脇市のうち野村町、大野、谷町、黒田庄町黒田、羽安町

及び板波町
同 上

宝塚市 宝塚市のうち御殿山２丁目 同 上

高砂市 高砂市のうち高砂町 同 上

川西市 川西市のうち大和西１丁目、大和西２丁目及び錦松台 同 上

三田市
三田市のうち天神1,2丁目、三田町、川除、西山、三輪2丁

目及び屋敷町
同 上

加西市 加西市のうち上道山町、若井町、繁昌町及び国正町 同 上

篠山市 篠山市のうち西古佐 同 上

丹波市

丹波市のうち柏原町田路、柏原町母坪、柏原町石戸、柏原

町南多田、山南町西谷、山南町五ケ野、山南町坂尻、山南

町奥野々、山南町阿草、山南町玉巻、山南町小畑及び山南

町山本

同 上

南あわじ市

南あわじ市のうち賀集牛内、北阿万、福良、阿万塩屋町、

阿万吹上町、津井内原、倭文庄田、松帆古津路、松帆志知

川、伊加利及び阿那賀

同 上

淡路市 淡路市のうち志筑、遠田、郡家及び中田 同 上

宍粟市
宍粟市のうち波賀町日ノ原、波賀町音水、波賀町原及び波

賀町小野
同 上

加東市 加東市のうち森、天神及び掎鹿谷 同 上

川辺郡猪名川町
川辺郡猪名川町のうち槻並、万善、木津、木間生、木津上、

栃原及び東山
同 上

多可郡多可町
多可郡多可町のうち中区牧野、鍛冶屋、加美区轟、山口、

丹治、山野部及び八千代区大和
同 上

加古郡播磨町 加古郡播磨町のうち新島 同 上

神崎郡神河町
神崎郡神河町のうち作畑、南小田、上小田、長谷、川上、

栗及び渕
同 上

同 郡福崎町 同 郡福崎町のうち田口 同 上

揖保郡太子町 揖保郡太子町のうち吉福 同 上



平成26年４月22日 火曜日 兵 庫 県 公 報 号 外

3

赤穂郡上郡町 赤穂郡上郡町のうち山野里及び井上 同 上

美方郡香美町
美方郡香美町のうち村岡区耀山、小代区秋岡、村岡区山田

及び村岡区境
同 上

同 郡新温泉町 同 郡新温泉町のうち諸寄、千原及び竹田 同 上

丹波ひかみ森林組合
丹波市のうち氷上町清住、氷上町三原、氷上町中野、氷上

町三方及び氷上町中
同 上

丹波市森林組合 丹波市のうち柏原町上小倉及び柏原町下小倉 同 上

兵庫県告示第371号

国土調査法（昭和26年法律第180号)第６条の４第１項の規定により、平成25年度の地籍調査事業を次のとお

り変更した。

平成26年４月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 事業計画が公示された日

平成26年４月22日

２ 調査を行う者の名称

兵庫県

３ 調査地域

養父市のうち八鹿町石原、八鹿町日畑、八鹿町岩崎、八鹿町大江、八鹿町宿南、八鹿町青山、三谷、奥米

地、畑、大屋町大杉、大屋町蔵垣、大屋町笠谷、万久里、大谷、中瀬、関宮、尾崎及び吉井

朝来市のうち生野町黒川、生野町栃原、生野町奥銀谷、生野町新町、生野町円山、和田山町市場、和田山

町白井、和田山町三波、和田山町久世田、和田山町宮内、和田山町法道寺、和田山町内海、和田山町林垣、

和田山町竹ノ内、和田山町宮田、和田山町室尾、和田山町寺内、和田山町和田、和田山町秋葉台、山東町大

月、山東町粟鹿、山東町柴、山東町柿坪、山東町喜多垣、山東町溝黒、山東町柊木、山東町一品、山東町森、

山東町楽音寺、山東町末歳、多々良木、石田、羽渕、佐嚢、山口及び岩津

加古郡稲美町のうち野寺

佐用郡佐用町のうち口長谷、奥金近、奥長谷、本郷、才金、淀、下秋里、西徳久、三ツ尾、末廣、西下野

及び乃井野

４ 調査期間

平成25年４月から平成26年３月まで
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